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重要事項説明書（指定訪問介護） 

 

 事業所名  菱風園ヘルパーステーション（事業者番号１０７０３０１３５１） 

              平成１８年１０月１日指定 

 代表者名  管理者   星野 直美 

 

 所在地   〒376-0007 桐生市浜松町１丁目３ー３ 

                    電 話：０２７７－２０－７１８４ 

             ＦＡＸ：０２７７－２０－７２１０ 

 

  通常の事業実施地域  

   桐生市、みどり市（大間々町及び笠懸町）、太田市（大原町及び薮塚町）、伊勢崎市、

足利市（栃木県）） 

 職員の職種、員数及び職務内容  

      事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりです 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

管理者（サービス提供責任者と兼務）  常勤 1 人 

サービス提供責任者 非常勤 1 人 

訪問介護員 非常勤 4 人 

 

 営業日及び営業時間 

      営 業 日    ：月曜日～土曜日（12 月 31 日～1 月 3 日までを除く） 

      営業時間：午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

    ただし、土曜日は、午前９時から午後５時までとする。 

サービス提供時間：午前８時から午後５時までとする。 

             

指定訪問介護の内容  

      (1) 身体介護：入浴介助・排泄介助・清拭・体位交換・その他 

      (２）生活援助：買い物・調理・掃除・洗濯・その他 
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      (3) 通院等のための、乗車、降車の介助  

  

 利用料金 

    別紙利用料金表による 

 キャンセル料 

       急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂くことになります。キャンセルが必要

になった場合は、至急ご連絡ください。 

ご利用の２４時間前までにご連絡をいただいた場合 無料 

ご利用の１２時間前までにご連絡がなかった場合 該当基本料金の１０％ 

交通費 

通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、次の金額となります。 

 一 おおむね５キロメートル未満 １００円 

 二  おおむね５キロメートル以上１０キロメートル未満 ２００円 

 三  おおむね１０キロメートル以上 ３００円 

その他 

（１）利用者のお住まいで、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気等の

費用はお客様のご負担になります。 

（２）料金のお支払い方法 

毎月１５日までに前月分の請求をいたしますので、２６日までにお支払いください。お支

払い方法は、銀行の通帳より自動引き落としとさせていただくか、集金によりお支払くだ

さい。 

秘密の保持 

  業務上知り得た利用者及び家族の秘密は厳守します。          

緊急時における対応方法  

  訪問介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合、その他必     

要な場合は、速やかに主治医、ご家族等に連絡を取るなど必要な処置を講じます。  

事故発生時の対応  

 利用者に対する指定訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、

市町村、利用者の家族、介護支援専門員（介護予防にあっては地域包括支援センター）

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

・前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

・利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 
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虐待防止のための対策 

  事業所は、利用者の人権擁護・虐待防止のための指針を整備し、その対策を検討する委

員会を設置するとともに虐待防止に資するため従業員を教育するものとする。  

虐待防止に関する担当者は下記のとおりです。 

虐待防止に関する担当者 菱風園ヘルパーステーション 管理者  

（１）虐待防止のための委員会は定期的に開催し、その結果を職員に周知する  

（２）従業員の教育は、職員研修として定期的に行う 

（３）虐待防止に関する担当者を設置し、一連の活動を適切に行う。 

 

身体拘束の禁止 

サービス提供にあたっては、利用者又は家族等に対し生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束及び行動を制限する行為は行いません。 

 

衛生管理に関する事項  

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に

掲げる措置を講じるものとする。  

 （１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定

期的な開催及び結果についての従業者への周知を徹底する。 

（２）業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。  

（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施する。  

 

業務継続計画の策定等  

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護等の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

 

ハラスメントに関する事項  

職場におけるすべてのハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境作りを

目指すための指針の明確化の必要な措置を講ずるものとします。 
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苦情処理の体制 

    苦情の窓口は、次のとおりです。  

    サービス提供責任者 星野 直美（電話 ０２７７－２０－７１８４） 

        ・ 必要に応じ対応チームによる検討を行い、具体的な対応をします。  

        ・ サービス事業者に対する苦情があった場合は、状況確認の上、不適切なサー      

ビスについては改善をします。 

下記でも苦情を受け付けています。 

    群馬県庁健康福祉部介護高齢課  （電話 ０２７－２２６－２５６１） 

    群馬県国民健康保険団体連合会  （電話 ０２７－２９０－１３１９） 

    桐生市役所 長寿支援課     （電話 ０２７７－４６－１１１１） 

    第三者によるサービスの評価 

   提供するサービスに係る第三者評価は行っていません。 

 

サービス提供記録の開示  

        利用者・家族の希望により、サービス提供記録を開示します。 

 

その他運営についての事項  

・事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるも

のとし、また、業務態勢を整備する。 

   採用時研修 採用後３ヶ月以内 

   継続研修 年１回 

・事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存す

るものとする。 

・この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人群馬県社

会福祉事業団と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 
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      令和  年    月    日  

   指定訪問介護のサービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明 

同意、交付をいたしました。 

        事業者        社会福祉法人 群馬県社会福祉事業団 

        事業所    名 称    菱風園ヘルパーステーション 

                      所在地     桐生市浜松町一丁目３ー３ 

                      説明者氏名               

                       

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、            

指定訪問介護サービスの提供開始に同意、受領しました。 

 

       利用者    住 所   

 

 

                        氏  名                      

 

           （代理人）  住  所  

 

 

                        氏  名                                      

 

                        (続柄      )  
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利 用 料 金 表 

１ 基本料金 

 

 

 

身体介護 

２０分未満 ２０分以上 

３０分未満 

３０分以上 

６０分未満 

６０分以上 

９０分未満 

１，６３０円 ２，４４０円 ３，８７０円 ５，６７０円 

 

 

生活援助 

 

２０分以上 ４５分未満 生活２   １，７９０円 

４５分以上       生活３   ２，２００円 

身体生活 身体介護 ＋ 生活援助追加（２０～２５分毎 ６５０円）  

通院等介助 １回  ９７０円 要介護１以上  

初回加算       ２，０００円        

介護職員処遇改善加算Ⅱ   ２２．４％（１ヶ月の合計利用単位数に加

算） 

 

 

２ 介護予防訪問介護 基本料金 

訪問型サービス１１（週１回程度） 

（事業対象者・要支援１・２） 

 

１，１７６０円／月 

    

訪問型サービス１２（週２回程度） 

（事業対象者・要支援１・２） 

 

２３，４９０円／月 

 

訪問型サービス１３（週２回を超える程度） 

（事業対象者・要支援１・２） 

 

３７，２７０円／月 

 

初回加算  ２，０００円 

訪問介護職員処遇改善加算Ⅱ １ヶ月  ２２．４％ 
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※ 複数の介護予防訪問介護事業所からのサービスは受けられません。 

※ 介護保険適用の場合、自己負担金額は１割です。ただし市町村からの別途通知のあ

った者については、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受ける

ものとする。 

※ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービス

について令和 3 年 9 月末までの間、基本報酬に 0.1％上乗せさせて頂きます。 

➢ （区分支給限度額の算定対象から除かれます） 

 

３ 時間帯及び二人派遣での料金加算 

  １の基本料金に下記の加算率を乗じたものを加算した額となります。 

時間帯 0:00~6:00 

 

6:00～

8:00 

 

8:00～18:00 

 

 

18:00～

22:00 

 

22:00～23:59 

 

加

算 

率 

一 人 派

遣 

50% 25%    ― 25% 50% 

二 人 派

遣 

200% 150% 100% 150% 200% 

※ 二人派遣は、利用者の身体的・精神的な内容等を勘案し、ケアプランに盛り込まれ

た場合のみとなります。 

 

 

 

 

訪問介護利用料金について説明し同意のもと、交付しました。 

事業者   社会福祉法人 群馬県社会福祉事業団 

事業所   名 称   菱風園ヘルパーステーション 

      所在地   桐生市浜松町１丁目３－３ 

      説明者名          
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訪問介護利用料金の内容について説明を受け、指定訪問介護サービスの提供開始に同

意、受領しました。 

 

令和  年   月   日 

 

 

    利用者     住 所  

 

 

            氏 名                  

 

 

   （代理人）    住 所  

 

            氏 名                  

（続柄）  
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契 約 書 別 紙 

 

          様 

 

サービス提供責任者       

訪問介護の内容 

  提供するサービスの内容は下記のとおりです。 

NO 時間帯 内 容 介護保険適用 

①     

②     

③     

④     

⑤     

 

利用料 

  お支払いいただく料金の単価は下記のとおりです。 

NO 基本料金 

（介護保険適用外の料金） 

介護保険 適用の 場合の自 己負担 額               

（1 割） 

①    

②    

③    

④    

⑤    

 

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納により、保険給付金が直接事業者に支払われな

い場合があります。その場合は、一旦介護保険適用外の場合の料金を頂き、サービス提

供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日、桐生市役所の窓口の提出いた

しますと、差額の払い戻しを受けることができます。 
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キャンセル規定 

  お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。  

（１）  ご利用の１２時間前までにご連絡をいただいた場合・・・無料 

（２）  ご利用の１２時間前までにご連絡がなかった場合・・・当該基本料金の１０％  

 

緊急連絡先 

 

 

緊急連絡先 

氏  名  続柄  

住  所  

電  話  

 

主 治 医 

氏  名  電話  

病院名等  

 

その他 

（１）  複写物の交付 １枚につき２０円 

（２）  介護用消耗品（使い捨て手袋、紙おむつ等）は、ご利用される方がご用意くだ

さい。もし、サービスを提供する際に、必要な消耗品がなかった場合、ヘルパ

ーが携行している物を利用いたしますが、その場合には、後日使用した物を物

納していただきます。 

 

相談・苦情等 

  訪問介護に関する相談・苦情等がありましたら、下記相談窓口までお申し出下さい。  

  サービス相談窓口 

  電話番号 ０２７７－２０－７１８４ 

  担 当  サービス担当責任者 星野 直美 

  受付時間 月～金曜日  午前８時３０分～午後５時１５分 

事業所 

  事業所名 菱風園ヘルパーステーション 

  指定番号 １０７０３０１３５１ 

  住  所 群馬県桐生市浜松町１－３－３ 

  代表者  管理者 星野 直美 


